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正 す る 。

第 三 十 八 条 の 見 出 し 中 「 抑 制 」 を 「 抑 制 等 」 に 改 め る 。

第 五 十 二 条 の 二 を 削 る 。

第 五 十 三 条 の 二 第 一 項 第 三 号 中 「 若 し く は 六 級 地 」 を 「 、 六 級 地 若 し く は 七 級 地 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 の 二 の 表 中 「 六 級 地 」 を 「 七 級 地 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 の 三 第 二 項 中 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 六 号 」 を 「 第 十 条 の 二 第 二 項 第 七 号 」 に 改 め る 。

第 五 十 七 条 の 四 の 四 の 二 第 一 号 中 「 該 当 す る 職 員 」 の 下 に 「 ( 再 任 用 職 員 を 除 く 。 ) 」 を 加 え る 。

第 五 十 七 条 の 四 の 十 二 第 二 項 中 「 八 十 キ ロ メ ー ト ル 」 を 「 百 キ ロ メ ー ト ル 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 一 号 を 次 の よ う

に 改 め る 。

一 百 キ ロ メ ー ト ル 以 上 三 百 キ ロ メ ー ト ル 未 満 六 千 円

第 五 十 七 条 の 四 の 十 二 第 三 項 中 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で を 削 り 、 同 項 第 五 号 中 二 万 六 千 円 」 を 二 万 三 千 円 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 二 口 す と し 、 同 項 第 六 号 中 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 第 七 号 中

「 二 万 四 千 円 」 を 「 二 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 四 号 と し 、 同 項 第 八 号 中 「 三 万 円 」 を 「 三 万 三 千 円 」 に 改 め 、

同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 第 九 号 中 「 三 万 五 千 円 」 を 「 三 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 六 口 す と し 、 同 項 第 十 号

中 「 四 万 円 」 を 「 四 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 七 口 す と し 、 同 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

八 千 五 百 キ ロ メ ー ト ル 以 上 二 千 キ ロ メ ー ト ル 未 満 四 万 八 千 円

九 二 千 キ ロ メ ー ト ル 以 上 二 千 五 百 キ ロ メ ー ト ル 未 満 五 万 三 千 円

十 二 千 五 百 キ ロ メ ー ト ル 以 上 五 万 八 千 円

第 五 十 七 条 の 四 の 十 二 第 三 項 第 十 一 号 を 削 る 。

第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 三 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 次 に 掲 げ る 事 由 の 発 生 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 事 由 発 生 」 と い う 。 ) に 伴 い 、 住 居 を 移 転 し 、 第 五 十 七 条 の 四

の 十 に 規 定 す る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す る こ と と な っ た 職 員 で 、 当 該 事 由 発 生 の

直 前 の 住 居 か ら 当 該 事 由 発 生 の 直 後 に 在 勤 す る 公 署 に 通 勤 す る こ と が 第 五 十 七 条 の 四 の 十 一 に 規 定 す る 基 準 に 照

ら し て 困 難 で あ る と 認 め ら れ る も の の う ち 、 単 身 で 生 活 す る こ と を 常 況 と す る 職 員

イ 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に

よ る 採 用 ( 法 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 職 し た 日 ( 法 第 二 十 八 条 の 三 の 規 定 に よ り 勤 務 し た 後 退 職

し た 日 及 び 当 該 採 用 に 係 る 任 期 が 満 了 し た 日 を 含 む 。 ) の 翌 日 に お け る も の に 限 る 。 以 下 「 再 任 用 」 と い う 。 )

を さ れ た こ と 。

ロ 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 文 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す

る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た こ と 。

第 五 十 七 条 の 四 の 十 三 第 三 項 第 七 号 中 「 復 帰 」 を 「 事 由 発 生 」 に 改 め る 。

第 六 十 二 条 の 二 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 一 一項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 額 と す る 。

第 六 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 条 例 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 」 を

「 管 理 監 督 職 員 ( 条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 管 理 監 督 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 条

例 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の う ち 、 」 を 「 管 理 監 督 職 員 の う ち 」 に 改

め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 一 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 は 、 勤 務 に 従 事 し た 時 聞 が 六 時 間 を 超 え る 場 合 の

勤 務 と す る 。

第 六 十 二 条 の 三 を 第 六 十 二 条 の 固 と し 、 第 六 十 二 条 の 二 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 六 十 二 条 の 三 条 例 第 十 七 条 の 二 第 三 項 第 二 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 管 理 監 督 職 員 ( 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 )

そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

一 種 六 千 円

二 種 五 千 円

三 種 四 千 三 百 円
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四 種 三 千 五 百 円

五 種 三 千 円

管 理 監 督 職 員 の う ち 高 等 学 校 等 の 職 員 次 に 掲 げ る 当 該 職 員 の 占 め る 職 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

イ 校 長 及 び 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 校 長 相 当 の 者 が 占 め る 職 三 千 円

ロ 副 校 長 、 教 頭 、 別 表 第 十 備 考 第 五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 で 副 校 長 相 当 の 者 又 は 教 頭 相 当 の 者 が 占 め る 職

及 び 部 主 事 二 千 円

条 例 第 十 七 条 の 二 第 一 項 の 勤 務 を し た 後 、 引 き 続 い て 同 条 第 二 項 の 勤 務 を し た 管 理 監 督 職 員 に は 、 そ の 引 き 続 く

勤 務 に 係 る 同 項 の 規 定 に よ る 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 し な い 。

第 七 十 一 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 六 十 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 」 に 、 「 百 分 の 二 百 五 」 を 「 百 分 の 百 九 十 」 に 改 め 、 同

条 第 二 号 中 「 百 分 の 七 十 五 」 を 「 百 分 の 七 十 」 に 、 「 百 分 の 九 十 五 」 を 「 百 分 の 九 十 」 に 改 め る 。

第 七 十 一 条 の 三 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 二 十 一 条

第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 区 域 は 、 」 の 下 に 「 白 山 市 の 区 域 の う ち 旧 河 内 村 、 旧 吉 野 谷 村 、 旧

鳥 越 村 、 旧 尾 口 村 若 し く は 旧 白 峰 村 の 区 域 又 は 」 を 加 え 、 「 区 域 又 は 」 を 「 区 域 若 し く は 」 に 、 「 全 部 又 は 」 を 「 全 部

若 し く は 」 に 改 め る 。

第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 九 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 次 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 職 員 の う ち 、 条 例 第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 文 は 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で 、 当 該 事 由

の 発 生 の 直 前 の 住 居 ( 当 該 事 由 の 発 生 の 日 以 後 に 転 居 す る 場 合 に お い て 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 通 勤 の た め 利 用 す る 経

路 に 変 更 が 生 じ な い と き の 当 該 転 居 後 の 住 居 及 び 人 事 委 員 会 が こ れ に 準 ず る と 認 め る 住 居 を 含 む 。 ) か ら の 通 勤

の た め 、 新 幹 線 鉄 道 等 で そ の 利 用 が 第 七 十 六 条 の 二 十 一 の 四 に 規 定 す る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事 情 の 改 善 に 相 当 程

度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の を 利 用 し 、 そ の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の

( 当 該 事 由 の 発 生 の 直 前 の 勤 務 地 と 所 在 す る 地 域 を 異 に す る 公 署 に 在 勤 す る こ と と な っ た こ と に 伴 い 、 通 常 の 通

勤 の 経 路 及 び 方 法 に よ る 場 合 に は 当 該 事 由 の 発 生 前 の 通 勤 時 間 よ り 長 時 間 の 通 勤 時 間 を 要 す る こ と と な る こ と 等

の 通 勤 の 実 情 の 変 更 を 生 ず る 職 員 で 、 新 幹 線 鉄 道 等 を 利 用 し な い で 通 勤 す る も の と し た 場 合 に お け る 通 勤 距 離 が

六 十 キ ロ メ ー ト ル 以 上 若 し く は 通 勤 時 聞 が 九 十 分 以 上 で あ る も の 又 は 交 通 事 情 等 に 照 ら し て 通 勤 が 困 難 で あ る と

人 事 委 員 会 が 認 め る も の に 限 る 。 )

イ 再 任 用 を さ れ た こ と 。

ロ 外 国 機 関 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 文 は 公 益 的 法 人 等 派 遣 条 例 第 二 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す

る 職 員 派 遣 か ら 職 務 に 復 帰 し た こ と 。

別 表 第 一 医 療 職 給 料 表 付 の 項 中 「 の う ち 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 者 」 を 削 る 。
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別 表 第 八 の 二 中 品 長 什 ド
・4 をむ
3 トコ

N E 什 。 に 改 め る 。ド
・4 。

別 表 第 十 五 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 十 五 ( 第 七 十 一 条 の 三 関 係 )

寒 冷 地 公 署 表

金
金

金
金

l
男

沢
沢

沢
沢

|在

士
|地

止
上
」署公

犀 川 、 ダ ム 管 理 事 務 所

湯 涌 小 学 校

芝 原 中 学 校

湯 涌 駐 在 所

農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 林 業 試 験 場

農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー 石 川 ウ ッ ド セ ン タ ー

市
市

白 山 市
市

白 山 市



利 回 開 N 叶 刊 ω 油 N 品 目 ( い 大 藤 田 )

白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー

白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 中 宮 展 示 館

大 日 川 ダ ム 管 理 事 務 所

白 山 自 然 保 護 セ ン タ ー 白 峰 駐 在 地

白 山 ろ く 民 俗 資 料 館

白 山 林 道 石 川 管 理 事 務 所

白 山 ろ く 少 年 自 然 の 家

河 内 小 学 校

鳥 越 小 学 校

鳥 越 中 学 校

白 嶺 小 学 校

白 嶺 中 学 校

白 峰 小 学 校

し ら や ま 交 番

河 内 駐 在 所

吉 野 谷 駐 在 所

鳥 越 駐 在 所

尾 口 駐 在 所

白 峰 駐 在 所

別 表 第 十 七 中
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[ 一 A F I - -

斗 門 川 一 ル 出 ! 日 h M 品 川 村 一
一

」

R N A  

6 d H斗

給 料 表

発 令 事 項

発 令 月 日

趨

を

司
E

半
を



'" 利 回 開 N 叶 刊 ω 油 N 品 目 ( い 大 藤 田 ) 剖 調 趨 半吟 司
E

任
免

事
項

発
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4河!企
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h
 

マEヲ
コ

経
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4河!企
口

h
 
時

メ寸コ
〉、

メ寸コ
〉、

過
料

料
級

措
整

間
月

事
置

月
の

日
項

表
給

額
額

額
給

に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

1 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 条 例 第 十 条 の 二 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 支 給 割 合 )

2 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 。 以 下 「 改 正 条

例 」 と い う 。 ) 附 則 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県

条 例 第 三 十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ) 第 十 条 の 二 第 二 項 各 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 次 表 の と お り と

す る 。
百

百
百

百
分

分
分

分
支

の
の

の
の

十
十

十
河ぞ
i:1:口

〉

玉
)¥.
 

筈
IJ

l口
』

石
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大
東

金
川

名古
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大
阪

特
京

沢
県

阪
府

別
都

支
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屋

の
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の
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の
つ

市
う

つ
つ

河ぞ
i:1:口

〉

内
ち

ち
ち

ち
灘

地
町

域

( 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 支 給 割 合 )

3 改 正 条 例 附 則 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 の 三 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 百 分 の 十

五 と す る 。

( 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 ま で の 聞 に お け る 条 例 第 十 条 の 四 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 経 過 措 置 )

4 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 ま で の 聞 に お け る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭

和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ) の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。
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( 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お け る 単 身 赴 任 手 当 の 月 額 に 関 す る 特 例 )

5 改 正 条 例 附 則 第 十 五 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 条 例 第 十 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 三 万 円 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 は 、 二 万 六 千 円 と す る 。

6 こ の 規 則 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) の 前 日 か ら 引 き 続 き 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 で 、 そ の

者 の 受 け る 単 身 赴 任 手 当 の 月 額 が 施 行 日 の 前 日 に お い て 受 け て い た 単 身 赴 任 手 当 の 月 額 に 達 し な い こ と と な る も の

に は 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 問 、 単 身 赴 任 手 当 の 月 額 の ほ か 、 二 万 三 千 円 に 改 正 前 の 規 則 第 五 十 七 条 の 四

の 十 二 第 三 項 各 号 に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と 単 身 赴 任 手 当 の 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 を 、 単 身 赴 任 手 当 の 加 算 額

( 条 例 第 十 条 の 六 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 を い う 。 ) と し て 支 給 す る 。

( 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 )

7 こ の 項 か ら 附 則 第 九 項 ま で に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 改 正 条 例 附 則 第 十 七 項 第 一 号 に 規 定 す る 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 を い う 。

二 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 改 正 条 例 附 則 第 十 七 項 第 二 号 に 規 定 す る 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 を い う 。

三 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 改 正 条 例 附 則 第 十 七 項 第 三 号 に 規 定 す る 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 を い う 。

四 一 部 施 行 日 改 正 条 例 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 を い う 。

五 基 準 日 改 正 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 ( そ の 属 す る 月 が 平 成

三 十 年 三 月 ま で の も の に 限 る 。 ) を い う 。

8 基 準 日 に お い て 特 定 問 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 一 部 施 行 日 の 前 日 に お い て 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で

あ っ た 者 で あ っ て 、 一 部 施 行 日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 問 、 引 き 続 き 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 又 は 新 寒 冷 地 等 在

勤 等 職 員 で あ っ た も の ( 改 正 条 例 附 則 第 十 八 項 か ら 第 二 十 項 ま で の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る 者 を 除 く 。 )

に 対 し て は 、 そ の 目 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 又 は 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た 期 間 を 特 定 問 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 と し

て 勤 務 し て い た も の と み な し て 、 改 正 条 例 附 則 第 十 八 項 か ら 第 二 十 項 ま で の 規 定 を 適 用 し た と し た な ら ば 算 出 さ れ

る 額 の 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

9 人 事 交 流 等 に よ り 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ) の 適 用

を 受 け る 者 、 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ) 第 十 条 第 二

項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 、 職 員 ( 規 則 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家

公 務 員 、 規 則 第 五 十 七 条 の 三 の 二 に 掲 げ る 法 人 に 使 用 さ れ る 者 又 は 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 石 川 県

条 例 第 五 号 ) 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 県 設 立 一 般 独 立 行 政 法 人 の 役 員 か ら 一 部 施 行 日 以 降 に 引 き 続 き 職 員 と な り 、

特 定 問 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 と な っ た 場 合 に お い て 、 基 準 日 に お い て 当 該 職 員 で あ る 者 に 対 し て は 、 一 部 施 行 日 の 前

日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 聞 に お け る そ の 職 員 で な か っ た 期 間 を 職 員 と し て 勤 務 し て い た も の と み な し て 、 改

正 条 例 附 則 第 十 八 項 か ら 第 二 十 項 ま で の 規 定 又 は 前 項 の 規 定 を 適 用 し た と し た な ら ば 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る こ と

と な る と き は 、 こ れ ら の 規 定 を 適 用 し て 算 出 さ れ る 額 の 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

( 改 正 前 の 初 任 給 基 準 表 の 規 定 に よ り 初 任 給 を 決 定 さ れ た 職 員 の 号 給 の 調 整 )

日 改 正 前 の 規 則 別 表 第 七 ロ の 表 の 規 定 に よ り 初 任 給 を 決 定 さ れ た 職 員 の 号 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 規 則 別 表 第 七 ロ

の 表 の 規 定 に よ り 初 任 給 を 決 定 さ れ た 職 員 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ

に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。
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石 川 県 人 事 委 員 会 の 権 限 の 一 部 を 事 務 局 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委人 員 h
.
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号

石 川 県 人 事 委 員 会 の 権 限 の 一 部 を 事 務 局 長 に 委 任 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 人 事 委 員 会 の 権 限 の 一 部 を 事 務 局 長 に 委 任 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号 )

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 十 号 中 「 在 職 年 数 」 を 「 在 級 年 数 」 に 改 め 、 同 条 中 第 十 五 号 を 削 り 、 第 十 六 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 十 七 口 す

か ら 第 十 九 口 す ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 十 九 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 九 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 七 年 石 川 県 人 事

委 員 会 規 則 第 九 号 ) 第 六 条 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 に つ い て 別 段 の 取 扱 い を す る こ と を 承 認 す る こ と 。

第 二 条 第 二 十 五 号 中 「 第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

一 日 か ら 施 行 す る 。

の 一 部 を

た だ し 、 第 二 条 第 十 九 号 の 次 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委人 員 h
.
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 ( 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号 )

別 表 第 一 教 育 委 員 会 事 務 局 の 項 中 「 教 育 長 、 」 を 削 る 。

附 則

1 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十 六 号 ) 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 旧 教 育 長 が 在 職 す る 場 合 に お い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 一 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 改 正

前 の 別 表 第 一 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

教 育 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委人 員 h
.
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 七 号

教 育 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 の 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 五 十 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 )

改 正 す る 。

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

宝 糊 獄 同 ( 獄 品 冷 耳 東 )

の 一 部 を 次 の よ う に
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平成 27年 3月 24日 (火曜日) 石 J 11 民員 公 報 号 外 11 

6 2， 000 2， 300 3， 700 4，400 6，900 

7 2， 000 2， 300 3， 700 4，400 6，900 

8 2， 000 2， 300 3， 700 4，400 6，900 

9 2， 100 2，400 3，800 4， 500 7， 100 

10 2， 100 2，400 3，800 4， 500 7， 100 

11 2， 100 2，400 3，800 4， 500 7， 100 

12 2， 100 2，400 3，800 4， 500 7， 100 

13 2， 200 2， 500 4， 000 4，900 7， 200 

14 2， 200 2， 500 4， 000 4，900 7， 200 

15 2， 200 2， 500 4， 000 4，900 7， 200 

16 2， 200 2， 500 4， 000 4，900 7， 200 

17 2， 300 2， 600 4， 300 5， 100 7，400 

18 2， 300 2， 600 4， 300 5， 100 7，400 

19 2， 300 2， 600 4， 300 5， 100 7，400 

20 2， 300 2， 600 4， 300 5， 100 7，400 

21 2，400 2，800 4， 500 5， 200 7， 500 

22 2，400 2，800 4， 500 5， 200 7， 500 

23 2，400 2，800 4， 500 5， 200 7， 500 

24 2，400 2，800 4， 500 5， 200 7， 500 

25 2， 600 2，900 4， 700 5，400 7， 600 

26 2， 600 2，900 4， 700 5，400 7， 600 

27 2， 600 2，900 4， 700 5，400 7， 600 

28 2， 600 2，900 4， 700 5，400 7， 600 

29 2， 700 3， 000 4，900 5， 500 7， 700 

30 2， 700 3， 000 4，900 5， 500 7， 700 

31 2， 700 3， 000 4，900 5， 500 7， 700 

32 2， 700 3， 000 4，900 5， 500 7， 700 

33 2，800 3， 200 5， 100 5， 700 7，900 

34 2，800 3， 200 5， 100 5， 700 7，900 

35 2，800 3， 200 5， 100 5， 700 7，900 

36 2，800 3， 200 5， 100 5， 700 7，900 

37 2，900 3， 300 5， 300 5，900 8， 000 

再任 38 2，900 3， 300 5， 300 5，900 

用職 39 2，900 3， 300 5， 300 5，900 

員以 40 2，900 3， 300 5， 300 5，900 

外の

職員 | 41 3， 100 3， 500 5，400 6， 000 

42 3， 100 3， 500 5，400 6， 000 

43 3， 100 3， 500 5，400 6， 000 



12 平成 27年 3月 24日 (火曜日) 石 J 11 民員 公 報 号 外

44 3， 100 3， 500 5，400 6， 000 

45 3， 200 3， 700 5， 600 6， 100 

46 3， 200 3， 700 5， 600 6， 100 

47 3， 200 3， 700 5， 600 6， 100 

48 3， 200 3， 700 5， 600 6， 100 

49 3， 300 3，800 5， 700 6， 300 

50 3， 300 3，800 5， 700 6， 300 

51 3， 300 3，800 5， 700 6， 300 

52 3， 300 3，800 5， 700 6， 300 

53 3，400 4， 100 5，800 6，400 

54 3，400 4， 100 5，800 6，400 

55 3，400 4， 100 5，800 6，400 

56 3，400 4， 100 5，800 6，400 

57 3， 500 4， 300 6， 000 6， 600 

58 3， 500 4， 300 6， 000 6， 600 

59 3， 500 4， 300 6， 000 6， 600 

60 3， 500 4， 300 6， 000 6， 600 

61 3， 600 4， 500 6， 100 6，800 

62 3， 600 4， 500 6， 100 6，800 

63 3， 600 4， 500 6， 100 6，800 

64 3， 600 4， 500 6， 100 6，800 

65 3， 700 4，800 6， 300 6，900 

66 3， 700 4，800 6， 300 6，900 

67 3， 700 4，800 6， 300 6，900 

68 3， 700 4，800 6， 300 6，900 

69 3，800 4，900 6，400 7， 000 

70 3，800 4，900 6，400 7， 000 

71 3，800 4，900 6，400 7， 000 

72 3，800 4，900 6，400 7， 000 

73 3，900 5， 100 6， 500 7， 100 

74 3，900 5， 100 6， 500 7， 100 

75 3，900 5， 100 6， 500 7， 100 

76 3，900 5， 100 6， 500 7， 100 

77 4， 000 5， 300 6， 700 7， 200 

78 4， 000 5， 300 6， 700 7， 200 

79 4， 000 5， 300 6， 700 7， 200 

80 4， 000 5， 300 6， 700 7， 200 
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81 4， 100 5，400 6，800 7， 300 

82 4， 100 5，400 6，800 7， 300 

83 4， 100 5，400 6，800 7， 300 

84 4， 100 5，400 6，800 7， 300 

85 4， 100 5， 500 6，900 7，400 

86 4， 100 5， 500 6，900 7，400 

87 4， 100 5， 500 6，900 7，400 

88 4， 100 5， 500 6，900 7，400 

89 4， 200 5， 600 6，900 7， 500 

90 4， 200 5， 600 6，900 7， 500 

91 4， 200 5， 600 6，900 7， 500 

92 4， 200 5， 600 6，900 7， 500 

93 4， 300 5，800 7， 000 7， 500 

94 4， 300 5，800 7， 000 

95 4， 300 5，800 7， 000 

96 4， 300 5，800 7， 000 

97 4，400 5，900 7， 200 

98 4，400 5，900 7， 200 

99 4，400 5，900 7， 200 

100 4，400 5，900 7， 200 

101 4，400 6， 100 7， 200 

102 4，400 6， 100 7， 200 

103 4，400 6， 100 7， 200 

104 4，400 6， 100 7， 200 

105 4， 500 6， 200 7， 200 

106 4， 500 6， 200 7， 200 

107 4， 500 6， 200 7， 200 

108 4， 500 6， 200 7， 200 

109 4， 500 6， 300 7， 300 

110 4， 500 6， 300 7， 300 

111 4， 500 6， 300 7， 300 

112 4， 500 6， 300 7， 300 

113 4， 600 6，400 7， 300 

114 4， 600 6，400 7， 300 

115 4， 600 6，400 7， 300 

116 4， 600 6，400 7， 300 

117 4， 700 6， 500 7， 300 

118 4， 700 6， 500 
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119 4， 700 6， 500 

120 4， 700 6， 500 

121 4， 700 6， 600 

122 4， 700 6， 600 

123 4， 700 6， 600 

124 4， 700 6， 600 

125 4，800 6， 700 

126 6， 700 

127 6， 700 

128 6， 700 

129 6，800 

130 6，800 

131 6，800 

132 6，800 

133 6，900 

134 6，900 

135 6，900 

136 6，900 

137 6，900 

138 6，900 

139 6，900 

140 6，900 

141 6，900 

142 6，900 

143 6，900 

144 6，900 

145 7， 000 

146 7， 000 

147 7， 000 

148 7， 000 

149 7， 100 

150 7， 100 

151 7， 100 

152 7， 100 

153 7， 100 

154 7， 100 

155 7， 100 

156 7， 100 



平成 27年 3月 24日 (火曜日) 石川県公報 号 外 15

157 7， 100 

再任
用職 3， 200 3，800 4， 500 5， 100 6，400 
員

別表第 2 (第4条関係)

職員コゥの区 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級
分

1 2， 000円 2， 500円 3， 500円 5， 100円 6，800円

2 2， 000 2， 500 3， 500 5， 100 6，800 

3 2， 000 2， 500 3， 500 5， 100 6，800 

4 2， 000 2， 500 3， 500 5， 100 6，800 

5 2， 000 2， 600 3， 700 5， 200 6，900 

6 2， 000 2， 600 3， 700 5， 200 6，900 

7 2， 000 2， 600 3， 700 5， 200 6，900 

8 2， 000 2， 600 3， 700 5， 200 6，900 

9 2， 100 2，800 3，800 5，400 7， 100 

10 2， 100 2，800 3，800 5，400 7， 100 

11 2， 100 2，800 3，800 5，400 7， 100 

12 2， 100 2，800 3，800 5，400 7， 100 

13 2， 200 2，900 4， 000 5， 500 7， 200 

14 2， 200 2，900 4， 000 5， 500 7， 200 

15 2， 200 2，900 4， 000 5， 500 7， 200 

16 2， 200 2，900 4， 000 5， 500 7， 200 

17 2， 300 3， 000 4， 300 5， 700 7，400 

18 2， 300 3， 000 4， 300 5， 700 7，400 

19 2， 300 3， 000 4， 300 5， 700 7，400 

20 2， 300 3， 000 4， 300 5， 700 7，400 

21 2，400 3， 200 4， 500 5，900 7， 500 

22 2，400 3， 200 4， 500 5，900 7， 500 

23 2，400 3， 200 4， 500 5， 900 7， 500 

24 2，400 3， 200 4， 500 5，900 7， 500 

25 2， 600 3， 300 4， 700 6， 000 7， 600 

26 2， 600 3， 300 4， 700 6， 000 7， 600 

27 2， 600 3， 300 4， 700 6， 000 7， 600 

28 2， 600 3， 300 4， 700 6， 000 7， 600 

29 2， 700 3， 500 4，900 6， 100 7， 700 

30 2， 700 3， 500 4，900 6， 100 7， 700 

31 2， 700 3， 500 4，900 6， 100 7， 700 
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32 2， 700 3， 500 4，900 6， 100 7， 700 

33 2，800 3， 700 5， 100 6， 300 7，900 

34 2，800 3， 700 5， 100 6， 300 7，900 

35 2，800 3， 700 5， 100 6， 300 7，900 

36 2，800 3， 700 5， 100 6， 300 7，900 

再任

用職 37 2，900 3，800 5， 300 6，400 8， 000 

員以 38 2，900 3，800 5， 300 6，400 

外の 39 2，900 3，800 5， 300 6，400 

職員 40 2，900 3，800 5， 300 6，400 

41 3， 100 4， 100 5，400 6， 600 

42 3， 100 4， 100 5，400 6， 600 

43 3， 100 4， 100 5，400 6， 600 

44 3， 100 4， 100 5，400 6， 600 

45 3， 200 4， 300 5， 600 6，800 

46 3， 200 4， 300 5， 600 6，800 

47 3， 200 4， 300 5， 600 6，800 

48 3， 200 4， 300 5， 600 6，800 

49 3， 300 4， 500 5， 700 6，900 

50 3， 300 4， 500 5， 700 6，900 

51 3， 300 4， 500 5， 700 6，900 

52 3， 300 4， 500 5， 700 6，900 

53 3，400 4，800 5，800 7， 000 

54 3，400 4，800 5，800 7， 000 

55 3，400 4，800 5，800 7， 000 

56 3，400 4，800 5，800 7， 000 

57 3， 500 4，900 6， 000 7， 100 

58 3， 500 4，900 6， 000 7， 100 

59 3， 500 4，900 6， 000 7， 100 

60 3， 500 4，900 6， 000 7， 100 

61 3， 600 5， 100 6， 100 7， 200 

62 3， 600 5， 100 6， 100 7， 200 

63 3， 600 5， 100 6， 100 7， 200 

64 3， 600 5， 100 6， 100 7， 200 

65 3， 700 5， 300 6， 300 7， 300 

66 3， 700 5， 300 6， 300 7， 300 

67 3， 700 5， 300 6， 300 7， 300 

68 3， 700 5， 300 6， 300 7， 300 
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69 3，800 5，400 6，400 7，400 

70 3，800 5，400 6，400 7，400 

71 3，800 5，400 6，400 7，400 

72 3，800 5，400 6，400 7，400 

73 3，900 5， 500 6， 500 7， 500 

74 3，900 5， 500 6， 500 7， 500 

75 3，900 5， 500 6， 500 7， 500 

76 3，900 5， 500 6， 500 7， 500 

77 4， 000 5， 600 6， 700 7， 500 

78 4， 000 5， 600 6， 700 

79 4， 000 5， 600 6， 700 

80 4， 000 5， 600 6， 700 

81 4， 100 5，800 6，800 

82 4， 100 5，800 6，800 

83 4， 100 5，800 6，800 

84 4， 100 5，800 6，800 

85 4， 100 5，900 6，900 

86 4， 100 5，900 6，900 

87 4， 100 5，900 6，900 

88 4， 100 5，900 6，900 

89 4， 200 6， 100 6，900 

90 4， 200 6， 100 6，900 

91 4， 200 6， 100 6，900 

92 4， 200 6， 100 6，900 

93 4， 300 6， 200 7， 000 

94 4， 300 6， 200 7， 000 

95 4， 300 6， 200 7， 000 

96 4， 300 6， 200 7， 000 

97 4，400 6， 300 7， 200 

98 4，400 6， 300 7， 200 

99 4，400 6， 300 7， 200 

100 4，400 6， 300 7， 200 

101 4，400 6，400 7， 200 

102 4，400 6，400 7， 200 

103 4，400 6，400 7， 200 

104 4，400 6，400 7， 200 

105 4， 500 6， 500 7， 200 

106 4， 500 6， 500 7， 200 
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107 4， 500 6， 500 7， 200 

108 4， 500 6， 500 7， 200 

109 4， 500 6， 600 7， 300 

110 4， 500 6， 600 7， 300 

111 4， 500 6， 600 7， 300 

112 4， 500 6， 600 7， 300 

113 4， 600 6， 700 7， 300 

114 4， 600 6， 700 7， 300 

115 4， 600 6， 700 7， 300 

116 4， 600 6， 700 7， 300 

117 4， 700 6，800 7， 300 

118 4， 700 6，800 

119 4， 700 6，800 

120 4， 700 6，800 

121 4， 700 6，900 

122 4， 700 6，900 

123 4， 700 6，900 

124 4， 700 6，900 

125 4，800 6，900 

126 4，800 6，900 

127 4，800 6，900 

128 4，800 6，900 

129 4，900 6，900 

130 4，900 6，900 

131 4，900 6，900 

132 4，900 6，900 

133 4，900 7， 000 

134 4，900 7， 000 

135 4，900 7， 000 

136 4，900 7， 000 

137 4，900 7， 100 

138 4，900 7， 100 

139 4，900 7， 100 

140 4，900 7， 100 

141 5， 000 7， 100 

142 5， 000 7， 100 

143 5， 000 7， 100 

144 5， 000 7， 100 
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附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ る 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 の 給 料 月 額 の 切 替 え に 関

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委人 員)
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号

平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 に よ る 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 の 給 料 月 額 の

切 替 え に 関 す る 規 則

平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 ( 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ) の 前 日 に お い て 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ) 第 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 を 受 け て い た 職 員 の 切 替 日 に お け

る 給 料 月 額 は 、 次 の 式 に よ り 算 定 し た 額 と す る 。

芭 酬 明 白 一 円 討 ミ 向 山 市 丸 ) 訓 時 一 円 山 岡 迫 併 営 内 二 坊 主 叫 m q ) 姉 劃 3 h 叩 診 見 ) 強 ~ 川 市 3 H 伸 容 ー ミ 阿 見 ) 伸 容 見 ) 強 ~ 川 δ 耐 強

芭 酬 明 白 3 B E F H 討 ミ 向 山 市 丸 ) 訓 時 打 画 通 併 営 内 山

詠 草 刈 見 ) 姉 劃 3 h 叩 診 見 ) 強

×
 

』 m q ) 訓 味 見 ) 芭 酬 明 E 3 B E F H 討 ミ 向 日 掛 坊 主 油 購

+
 

1
 

芭 酬 明 白 3 B 回 一 円 討 ミ 向 山 市 丸 ) 訓 時 一 円 山 岡 迫 併 営 内 山 詠 草 刈 見 ) 姉 劃 見 ) 中 診 見 ) 強 ~ 川 市 3 H 中 掛 か ー ミ 阿 見 ) 中 診 見 ) 強 ~ 川 δ 耐 強

芭 酬 明 白 一 円 討 ミ 向 山 市 丸 ) 訓 時 一 円 山 岡 迫 併 営 内 山 詠 草 刈 見 ) 姉 劃 3 h 叩 診 見 ) 強

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

次 に 掲 げ る 規 則 は 、 廃 止 す る 。

一 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号 )

二 最 高 号 給 等 を 受 け る 職 員 の 給 料 の 切 替 え 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 五 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 )

三 平 成 十 八 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ る 職 務 の 級 に お け る 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員

の 給 料 の 切 替 え に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 八 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 )

四 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 職 務 の 級 の 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 の 給 料 の

切 替 え 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 一 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号 )

五 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 の 給 料 月 額 の 切 替 え

に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号 )

六 平 成 二 十 三 年 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 最 高 の 号 給 を 超 え る 給 料 月 額 を 受 け る 職 員 の 給 料 月 額 の 切 替 え

に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 三 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 )

2
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平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委人 員 h
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四

号 。 以 下 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ) 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。

( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 職 員 か ら 除 か れ る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 )

第 二 条 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 職 員 か ら 除 か れ る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る

職 員 と す る 。

一 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 ( 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ) 以 降 に 初 任 給 基 準 異 動 ( 給 料 表 の 適 用 を 具 に し な い 一 般 職

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ) 別

表 第 七 に 定 め る 初 任 給 基 準 表 に 異 な る 初 任 給 の 定 め が あ る 他 の 職 種 に 属 す る 職 務 へ の 異 動 を い う 。 次 条 第 一 項 第

一 号 に お い て 同 じ 。 ) を し た 職 員

二 切 替 日 以 降 に 降 格 ( 職 員 の 職 務 の 級 を 同 一 の 給 料 表 の 下 位 の 職 務 の 級 に 変 更 す る こ と を い う 。 次 条 第 一 項 第 二

口 す に お い て 同 じ 。 ) を し た 職 員

三 切 替 目 前 に 次 に 掲 げ る 期 間 ( こ の 号 及 び 次 条 第 一 項 第 三 号 に お い て 「 休 職 等 期 間 」 と い う 。 ) が あ る 職 員 で あ っ

て 、 切 替 日 以 降 に 当 該 休 職 等 期 間 を 含 む 期 間 に 係 る 復 職 時 調 整 ( 規 則 第 四 十 二 条 、 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に

関 す る 条 例 ( 平 成 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ) 第 八 条 又 は 石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年

石 川 県 条 例 第 七 号 ) 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 号 給 の 調 整 を い う 。 次 条 第 一 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ) を さ れ た も の

イ 地 方 公 務 員 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 休

職 に さ れ て い た 期 間

ロ 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て い た 期 間

ハ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 処 遇 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 六 十 二 年 法 律 第

七 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ て い た 期 間

ニ 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 派 遣 さ れ て い た 期 間

ホ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 。 以 下 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ) 第 二 条 の 規

定 に よ り 育 児 休 業 を し て い た 期 間

へ 教 育 公 務 員 特 例 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ) 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 大 学 院 修 学 休 業 を し て い た 期 間

ト 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 。 以 下 「 勤 務 時

開 条 例 」 と い う 。 ) 第 六 条 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 石 川

県 条 例 第 三 十 九 号 。 以 下 「 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 」 と い う 。 ) 第 七 条 に 規 定 す る 病 気 休 暇 又 は 介 護 休 暇 の 承 認

を 受 け て い た 期 間

チ 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 自 己 啓 発 等 休 業 を し て い た 期 間

リ 法 第 二 十 六 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 配 偶 者 同 行 休 業 を し て い た 期 間

四 切 替 日 以 降 に 育 児 短 時 間 勤 務 等 ( 育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 又 は 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤 務 を い う 。 次 条 第 一 項

第 四 号 に お い て 同 じ 。 ) を 開 始 し 、 又 は 終 了 し た 職 員

五 切 替 日 以 降 に 再 任 用 職 員 異 動 ( 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第

一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 に つ い て 行 う 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 第 二 号

又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 一 週 間 当 た り の 勤 務 時 聞

が 異 な る 他 の 職 へ の 異 動 を い う 。 次 条 第 一 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ) を し た 職 員

六 切 替 日 以 降 に そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 又 は 五 級 で あ る 教 育 職 員 ( 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭

和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ) 別 表 第 三 イ 又 は ロ の 適 用 を 受 け る 職 員 を い う 。 以 下 同

じ 。 )
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七 切 替 日 以 降 に 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 職 員 ( 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員 を 含

む 。 )

( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 )

第 三 条 切 替 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 切 替 日 以 降 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す

る こ と と な っ た 職 員 ( 当 該 各 号 の 二 以 上 の 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 ( 次 項 に お い て 「 複 数 事 由

該 当 職 員 」 と い う 。 ) を 除 く 。 ) で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が 当 該 各 号 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 額 に

達 し な い こ と と な る も の に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 ( 特 定 職 員 ( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 に 規 定 す る 特

定 職 員 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ) に あ っ て は 、 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四

月 一 日 ( 特 定 職 員 以 外 の 者 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 、

特 定 職 員 と な っ た 日 。 次 項 及 び 次 条 第 一 一項 に お い て 同 じ 。 ) 以 後 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 ) を 、

平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

一 給 料 表 の 適 用 を 異 に す る 異 動 又 は 初 任 給 基 準 異 動 を し た 場 合 ( 第 七 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ) 切 替 日 の 前 日

に 当 該 異 動 が あ っ た も の と し た 場 合 ( 切 替 日 以 降 に こ れ ら の 異 動 が 二 回 以 上 あ っ た 場 合 に あ っ て は 、 切 替 日 の 前

日 に そ れ ら の 異 動 が 順 次 あ っ た も の と し た 場 合 ) に 同 日 に お い て 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額

二 降 格 を し た 場 合 ( 第 七 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ) 切 替 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 給 料 月 額 に 相 当

す る 額 か ら 、 当 該 降 格 を し た 日 に 当 該 降 格 が な い も の と し た 場 合 に 同 日 に 受 け る こ と と な る 号 給 に 対 応 す る 給 料

月 額 と 当 該 降 格 後 に 受 け る こ と と な る 号 給 に 対 応 す る 給 料 月 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 ( 降 格 を 二 回 以 上 し た 場 合

に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ の 当 該 差 額 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 ) を 減 じ た 額

三 切 替 目 前 に お け る 休 職 等 期 間 を 含 む 期 間 に 係 る 復 職 時 調 整 を さ れ た 場 合 ( 第 七 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ) 切

替 日 の 前 日 に 復 職 時 調 整 を さ れ た も の と し た 場 合 に 同 日 に お い て 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額

四 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 開 始 し 、 又 は 終 了 し た 場 合 次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額

イ 育 児 短 時 間 勤 務 等 を し て い る 職 員 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 条 例 ( 次 号 に お い て

「 改 正 前 の 条 例 」 と い う 。 ) 別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で の 給 料 表 、 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 改

正 前 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ) 別 表 第 一

か ら 別 表 第 三 ま で の 給 料 表 に 掲 げ る 給 料 月 額 の う ち 、 切 替 日 の 前 日 に そ の 者 が 受 け て い た 号 給 に 応 じ た 額 ( 同

日 に 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 第 六 条 第 四 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た 職 員

に あ っ て は 、 同 日 に そ の 者 が 受 け て い た 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 月 額 。 ロ に お い て 「 切 替 前 給 料 表 に よ る 給 料 月

額 」 と い う 。 ) に 、 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 二 項 第 一 [ 考 又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に

よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 勤 務 時 間 条 例 第 二 条 第 一 項 又 は 学 校 職 員 勤 務 時 間 条 例 第 三 条 第 一 項 に 規 定

す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 ( そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

額 )

ロ 育 児 短 時 間 勤 務 等 を 終 了 し た 職 員 ( イ に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ) 切 替 前 給 料 表 に よ る 給 料 月 額

五 再 任 用 職 員 異 動 を し た 場 合 次 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る 額

イ 当 該 再 任 用 職 員 異 動 後 に お い て 常 時 勤 務 を 要 す る 職 を 占 め る 職 員 改 正 前 の 条 例 別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で

の 給 料 表 の 再 任 用 職 員 の 欄 に 掲 げ る 給 料 月 額 の う ち 、 切 替 日 の 前 日 に そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 に 応 じ た 額

( ロ に お い て 「 切 替 前 の 再 任 用 給 料 月 額 」 と い う 。 )

ロ 当 該 再 任 用 職 員 異 動 後 に お い て 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 二 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の

職 を 占 め る 職 員 切 替 前 の 再 任 用 給 料 月 額 に 、 条 例 第 四 条 の 二 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 各 号 に

定 め る 数 を 乗 じ て 得 た 額 ( そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 )

六 切 替 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 教 育 職 員 で そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 又 は 五 級 で

あ る 場 合 ( そ の 者 が 属 す る 職 務 の 級 が 四 級 で あ る 場 合 で 第 二 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ) 切 替 日 の 前 日 に お い て

受 け て い た 給 料 月 額 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 六 年 石

川 県 条 例 第 五 十 三 号 ) 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 職 調 整 額 の 合 計 額

七 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て そ の 号 給 を 決 定 さ れ た 場 合 又 は 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 場 合 人 事 委 員 会 の

定 め る 額

2 切 替 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 の う ち 、 複 数 事 由 該 当 職 員 で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料

月 額 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 に 達 し な い こ と と な る も の に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 ( 特 定 職 員 に あ っ て は 、 五 十

五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 以 後 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 ) を 、 平 成 二 十 六 年 改
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正 条 例 附 則 第 九 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

( 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 )

第 四 条 人 事 交 流 等 職 員 ( 切 替 日 以 降 に 、 給 料 表 の 適 用 を 受 け な い 職 員 、 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派

遣 等 に 関 す る 法 律 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 、 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公

庫 に 勤 務 す る 者 そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ ら に 準 ず る 者 で あ っ た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 新 た に 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ た 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ) ( 当 該 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 以 降 に 前 条

第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な っ た 職 員 を 除 く 。 ) で あ っ て 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が そ の 者 が 切

替 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 同 日 に お い て 受 け る こ と と な る 給 料 月 額 に 相 当 す る 額 ( 人

事 委 員 会 の 定 め る 職 員 に あ っ て は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 額 ) に 達 し な い こ と と な る も の ( 人 事 交 流 等 職 員 と な る 前

に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し て い た 者 で あ っ て 、 切 替 日 以 降 に 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら

第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 で な く な っ た も の を 除 く 。 ) に は 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 ( 特 定 職

員 に あ っ て は 、 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 以 後 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 )

を 、 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

2 人 事 交 流 等 職 員 で あ っ て 、 当 該 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 日 以 降 に 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と

な っ た も の に 対 し て は 、 そ の 者 が 切 替 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な り 同 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い

た も の と み な し て 前 条 の 規 定 を 適 用 し た と し た な ら ば 支 給 さ れ る こ と と な る 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 九 項 の 規

定 に よ る 給 料 の 額 に 相 当 す る 額 を 、 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 項 の 規 定 に よ る 給 料 と し て 支 給 す る 。

( 端 数 計 算 )

第 五 条 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ

の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 給 料 の 額 と す る 。

( こ の 規 則 に よ り 難 い 場 合 の 措 置 )

第 六 条 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 支 給 に つ い て 、 こ の 規 則 の 規 定 に よ る

場 合 に は 部 内 の 他 の 職 員 と の 均 衡 を 著 し く 失 す る と 認 め ら れ る と き そ の 他 の 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 あ ら か じ め

人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、 別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で き る 。

附 則

1 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 次 に 掲 げ る 規 則 は 、 廃 止 す る 。

一 平 成 十 八 年 改 正 給 与 条 例 附 則 第 七 条 の 規 定 に よ る 給 料 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 八 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号 )

平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 に お け る 号 給 の 調 整 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 五 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 )

平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 に お け る 号 給 の 調 整 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号 )

教 育 長 の 営 利 企 業 等 の 従 事 制 限 に 関 す る 人 事 委 員 会 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

事石 県 委 員 h
.
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

教 育 長 の 営 利 企 業 等 の 従 事 制 限 に 関 す る 人 事 委 員 会 規 則

( 目 的 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い

ぅ 。 ) 第 十 一 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 、 教 育 長 の 営 利 企 業 等 の 従 事 制 限 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す

る 。

( 兼 業 禁 止 の 指 定 )

第 二 条 法 第 十 一 条 第 七 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 位 と は 、 営 利 企 業 等 の 従 事 制 限 に 関 す る 人 事 委 員 会

規 則 ( 昭 和 二 十 六 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号 ) 第 二 条 各 号 に 掲 げ る も の を い う 。

附 則

1 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十 六 号 ) 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 旧 教 育 長 が 在 職 す る 場 合 に お い て は 、 こ の 規 則 の 規 定 は 適 用 し な い 。

( H B 泊 N ・ 8 0 3 隊 掌 什 伊 ) 制 」 ニ 満 帆昨 4 対 卦 棉 時 」 4 H 叶 田 H 耐 明 器

削 」 ニ 満 ゆ 苅 卦 川 開 戦 品 叶 E H 品 目 聯 選

湘 開 4 4 〉

召 担 一- m司 〉件
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判手
ヨ面」 可 申 N D l ∞ 印 ∞ ロ

」 可 申 N H l ∞O O N !E
J!-i 

叶 同 山 「 ( 司 叶 由 ) N 由 N l N N ω 由


